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教育資金管理残額及び結婚・子育て
資金管理残額に係る加算の対象とな
らない相続税額の合計額（⑦＋⑭）

Ⓐ

（注）　Ⓐの金額を第４表のその人の⑤欄に転記します。

３　教育資金管理残額及び結婚・子育て資金管理残額に係る加算の対象とならない相続税額の合計額



 

次に掲げる場合に応じ、それぞれ

－（ ）

⑵ 令和５年３月 日以前に贈与者から信託受益権又は金銭等を取得し、「教育資金の非課税」の適用を受け

ている場合（上記⑴に該当する場合を除きます。）

⑴ 令和５年４月１日以後に贈与者から信託受益権又は金銭等を取得し、「教育資金の非課税」の適用を受けて

いる場合

（算式） 


